
亀田郷土地改良区だより 平成25（2013）年10月１日　⑷第　115　号

平成25年度賦課額（10a当たり）

第１区（横　越）

第２区（大江山）

第３区（亀　田）

第４区（両　川）

第５区（曽野木）

第６区（鳥屋野）

第７区（山　潟）

第８区（石　山）

第９区（大　形）

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

11,500

500

500

500

12,000

12,000

11,500

11,500

12,000

11,500

11,500

11,500

11,500

畑（10a）につ
い て は 定 款
第24条により
田の10 0 分の
25の額（共通
2,875円、各区
125円）

摘  要 一般会計（円）
区　分 共　通　費 各　区　費

計（円） 備　　考 平成25年度　組 合 費

令書発行　　10　月　４　日

納　　期　　10　月　21　日

・現金納入の場合は 10月21日 までに納めて下さい。
・口座振替の場合は 10月21日 に引き落とされます。

　

当
改
良
区
は
平
成
23
年
11
月
に
創
立
60

周
年
を
迎
え
ま
し
た
。創
立
以
来
の
60
年
で

亀
田
郷
は
大
き
な
変
化
を
遂
げ
ま
し
た
。

　

昭
和
23
年
に
完
成
し
た
栗
ノ
木
排
水
機

場
と
、
こ
れ
を
契
機
と
し
た
用
排
水
路
、

圃
場
整
備
に
よ
り
乾
田
化
が
達
成
さ
れ
、

機
械
化
・
大
規
模
化
・
複
合
経
営
の
農
業

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

後
、
地
盤
沈
下
や
地
震
な
ど
の
災
害
対
応

と
と
も
に
、
都
市
化
・
混
住
化
が
進
み
、

都
市
近
郊
農
業
の
展
開
も
進
み
ま
し
た
。

　

時
代
は
平
成
に
入
り
、
高
速
道
路
や
公

共
施
設
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
な
さ
れ

る
中
で
、
都
市
と
農
村
の
調
和
の
と
れ
た

発
展
が
絶
え
ず
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

農
業
農
村
整
備
事
業
に
お
い
て
も
、
強
い

農
業
を
育
て
る
と
と
も
に
、
環
境
へ
の
配

慮
と
地
域
住
民
の
参
画
を
求
め
つ
つ
、
適

時
適
正
な
維
持
管
理
と

更
新
を
目
指
す
な
ど
、

大
き
な
変
化
が
現
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
の
変

化
を
、当
改
良
区
で
は
亀

田
郷
土
地
改
良
史・誌
と

し
て
、昭
和
51
年
と
平
成

２
年
に
発
行
し
て
き
ま

し
た
が
、前
回
の
発
行
か

ら
20
年
余
り
が
経
過
し
、

創
立
60
周
年
を
機
に
改

め
て
、新
た
な
記
念
誌
の

制
作
を
進
め
て
お
り
、現

在
、編
集
作
業
は
佳
境
に

入
って
い
ま
す
。

　

今
回
の
記
念
誌
で
は
、

主
に
平
成
の
亀
田
郷
の

動
き
に
焦
点
を
当
て
て
い

ま
す
。
国
内
外
の
農
政
、

亀
田
郷
の
農
業
・
農
村
の

趨
勢
、
当
改
良
区
の
農

業
農
村
整
備
事
業
や
、

新
規
事
業
に
つ
い
て
取
り

ま
と
め
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
こ
う
し
た
動
き
を

支
え
て
き
た
亀
田
郷
の

女
性
た
ち
の
素
顔
、
そ
し
て
亀
田
郷
の
原

点
と
も
い
え
る
佐
野
藤
三
郎
元
理
事
長
と

そ
の
時
代
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
取
り

上
げ
る
と
と
も
に
、
農
家
の
み
な
さ
ん
の

座
談
会
を
通
じ
て
明
日
へ
の
展
望
を
探
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
業
展
開
を
探
る
基

礎
的
資
料
と
し
て
、
当
改
良
区
の
運
営
・

財
務
・
組
織
、
事
業
・
維
持
管
理
、
提
言
・

構
想
な
ど
に
関
す
る
資
料
を
収
集
・
編
集

し
、
別
冊
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
亀
田
郷
土
地
改
良
区
創
立
60
周
年
記

念
誌　

水
と
土
と
農
民
」
と
「
亀
田
郷
土

地
改
良
誌　

資
料
編
」
は
、
11
月
発
行
予

定
で
す
。
発
行
日
、
価
格
な
ど
に
つ
き
ま

し
て
は
、
改
め
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。明日への展望を探る　農家座談会（平成 25年 1月実施）

土地改良区からのお願い
組合員資格得喪通知の手続きについて（農地法第 3 条）

　土地改良区の賦課台帳は、組合員皆さまからの届出によって更新されます。手続
を怠りますと、農地を異動したのにいつまでも組合費が掛かることになります。農地を売っ
たり買ったりした場合は、速やかに「資格得喪通知書」をご提出願います。

決 済 金 に つ い て
　農地を転用する際、決済金が掛かります。
　　田　65 万円（1,000㎡当たり）　　畑　16.3 万円（1,000㎡当たり）

　農地が転用されると、償還金や施設の維持管理費を周辺の農地が負わなければな
らず、少しでも組合員皆さまの負担を軽減させるため決済金処理が必要です。農地
の転用手続きと一緒に収めていただきます。

農地の転用について（農地法第 4 条・第 5 条）
　ご自分の農地を自ら転用する場合や農地を売ったり貸したりして転用する場合、土
地改良区への通知が必要です。速やかに「農地転用等の通知及び地区除外申請
書」をご提出願います。

他目的使用について

　使用料金（５年分）
　　①乗入れ （橋など） １㎡当たり 7,200 円／ 5 年間
　　②浄化槽排水 １人槽当たり 1,800 円／ 5 年間
　　③ガス管・上下水道管 家庭引込 免　　除　　

区の許可が必要です。速やかに「土地改良財産他目的使用申請書」をご提出願い
ます。
　使用期間は最大で 5 年間です。引き続き使用する場合も更新手続きが必要です。
　なお、無断で使用している場合、直ちに撤去命令を発し、原形に復するため復旧
工事等の費用をご負担いただきます。また、広告看板は公共以外許可いたしません。

申請書ダウンロード
　土地改良区への申請や届出、申込みの際の申請様式がホームページからダウンロー
ドできるようになりました。いったん印刷の上、必要事項を記入して頂いても構いません
し、パソコン上で直接入力後印刷いただいても構いません。 
　なお、ご提出いただく際は、関係図面や関係資料の添付を要しますので、ご不明
な点は、土地改良区本部又は最寄りの出張所へお問い合わせください。
　また、これまで Excel（エクセル）形式だけでしたが、この度 Word（ワード）形
式による様式も追加しましたので、併せてよろしくお願い申し上げます。
　ホームページアドレスは下記のとおりです。
　　http://www.kamedagou.jp/

賦課内訳書の同封と内容の確認について
　平成 20 年度から賦課令書と一緒に賦課内訳書もお送りしております。今一
度、現在ご自身がお持ちの農地をご確認いただきますようお願い申し上げます。
　何かお気付きの点やご不明な点等ございましたら、出張所までお問い合わせください。
ご指摘の点につきましては、実地調査し、所定の手続きを行った上で処理させていた
だきます。
　また、相続や売買等の理由から組合員資格得喪通知書をご提出いただいた際も、
土地改良区の方で実地調査等行い、場合によっては、必要な手続きをお願いします
ので、ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

　土地改良区が管理する農道や水路を農業以外の目的で使用する場合、土地改良


